
 

 

 

当該施設の管理運営のあり方を総合的観点から検討し、 

「直営」か「指定管理者制度」を選択し決定する。 

 

公の施設の管理方法検討フロー図 

 

公の施設の管理方法の検討 

 

 

 

直 営 

① 嘱託職員の活用 

② 個別の業務委託（アウトソー

シング） 

③ 住民主体の管理運営が望ま

しい施設については、住民団

体の育成・支援を行ない、 

指定管理者制度への移行を

進める。 

④ 継続的に指定管理制度の導

入への検討を行なう。 

指定管理者制度 

設置条例の改正(制定) 

管理者の募集 

（募集要項等の作成） 

 

 申請受付 

審 査 

指定管理者候補者の決定 

仮協定の締結 

議会の議決 

指定の告示 

協定の締結 

管理の実施 

① 指定の手続き 

申請方法、事業計画書の

提出等 

② 管理の基準 

休館日、開館時間、使用

制限等の用件等 

③ 業務の範囲 

施設・設備の維持管理、

個別使用許可等 

④ その他の必要な事項 

① 選定委員会設置 

② 選定基準 

・住民の平等利用の確保 

・施設の効用を最大限発

揮、管理経費の削減 

・事業計画に沿った管理

を安定的に行う物的、

人的能力 等 

○ 事業計画書の提出 

○ 業務や経理状況報

告・実地調査 

○ 管理の継続が適当で

ない場合、指定の取消

し・業務の停止 

１
ヶ
月
以
上 


